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技術者等変更届兼誓約書

　　　  　　　年　　　月　　　日

堺　市　長　殿

所　　在　　地

商号又は名称

代表者職氏名

　下記工事の技術者等について、監督員及び受注者において、下記のとおり変更するこ
とに合意しましたので、別紙経歴書等を添えてお届けします。
　また、下記の誓約事項について誓約します。なお、当該誓約事項に反することが判明し
た場合は、入札参加停止等の措置を受けたとしても、異議はありません。

記

工　　事　　名

変　　更　　日 　　　　年　　　　月　　　　日

現
場
代
理
人
氏
名

変更前

変更後

技
術
者
氏
名

変更前

変更後

変 更 理 由

誓約事項

　添付書類の内容について事実と相違ないこと。

　変更理由が介護休業等の期間を定めた休業等である場合、当該休業等の期間
中、上記変更前の技術者等を未配置として入札書を提出しないこと。

契約課受理日
（注意）

　主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の設置基準に

ついては、建設業法第２６条及び第２６条の２を参照すること。

　技術者等（現場代理人及び技術者）については、受注者と直接的かつ恒

常的雇用関係にあるものに限る。

　技術者等の途中交代は、受発注者間で合意がなされた場合に認めるもの

とする。

　なお、 技術者等の変更日は、原則として技術者等の変更に必要な書類

等で示す事実発生日に基づくものとする。
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技術者等変更届兼誓約書

　　　  令和○年　　○月　　○日

堺　市　長　殿

所　　在　　地

商号又は名称

代表者職氏名

　下記工事の技術者等について、監督員及び受注者において、下記のとおり変更するこ
とに合意しましたので、別紙経歴書等を添えてお届けします。
　また、下記の誓約事項について誓約します。なお、当該誓約事項に反することが判明し
た場合は、入札参加停止等の措置を受けたとしても、異議はありません。

記

工　　事　　名 ○○○○工事

変　　更　　日 　令和○年　　　×月　　　×日

現
場
代
理
人
氏
名

変更前 ○○○○

変更後 △△△△

技
術
者
氏
名

変更前 ○○○○

変更後 △△△△

変 更 理 由

誓約事項

　添付書類の内容について事実と相違ないこと。

　変更理由が介護休業等の期間を定めた休業等である場合、当該休業等の期間
中、上記変更前の技術者等を未配置として入札書を提出しないこと。

契約課受理日
（注意）

　主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の設置基準に

ついては、建設業法第２６条及び第２６条の２を参照すること。

　技術者等（現場代理人及び技術者）については、受注者と直接的かつ恒

常的雇用関係にあるものに限る。

　技術者等の途中交代は、受発注者間で合意がなされた場合に認めるもの

とする。

　なお、 技術者等の変更日は、原則として技術者等の変更に必要な書類

等で示す事実発生日に基づくものとする。

記入例

真にやむを得ない理由（技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者

の責によらない契約事項の変更）による場合

理由に記載する内容について

・工事配置時には技術者の変更が想定できていなかったこと

・休暇や雇用形態の変更により技術者が配置できない事情

（理由の例）

１：技術者○○○○は、令和○年×月×日付け自己都合退職により、現場代理人及び主任技術者として配置す

ることができないため

２：工事配置当初は技術者○○○○の父の介護は必要なかったが、～により介護が必要な状況となった。これ

に伴い、○○○○は令和○年×月×日より介護休業を取得する予定であり、現場代理人及び主任技術者として

配置することができないため

工事工程上技術者等の変更が合理的な場合等

理由に記載する内容について

・工程上一定の区切りと認められる時点であること

（交代時期が「工場から現地へ工事の現場が移行する時点」である場合は、その旨）

・交代前後における技術者等の技術力が同等以上に確保されること

・工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続

性、品質確保等に支障がないと認められること

（理由の例）

交代の時期が工程上一定の区切り（工場から現地へ工事の現場が移行する時点）であり、交代前後における技

術者の技術力が同等以上に確保されることから、工事の継続性、品質確保等に支障がないため


